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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成21年3月5日(2009.3.5)

【公開番号】特開2007-206401(P2007-206401A)
【公開日】平成19年8月16日(2007.8.16)
【年通号数】公開・登録公報2007-031
【出願番号】特願2006-25410(P2006-25410)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  15/16     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  25/08     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  15/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ  15/16    　　　　
   Ｂ３２Ｂ  25/08    　　　　
   Ｇ０３Ｇ  15/00    ５５０　

【手続補正書】
【提出日】平成21年1月16日(2009.1.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴム材料を含有する基材と、該基材上に形成される表面層とを有し、表面の７５度鏡面
光沢度Ｇｓ（７５°）が、プロセス方向及びスラスト方向ともに７５～９０の範囲である
ことを特徴とするベルト状導電性部材。
【請求項２】
　前記基材が、ゴム材料として合成ゴムを含有してなることを特徴とする請求項１に記載
のベルト状導電性部材。
【請求項３】
　前記基材が、カーボンブラック及び／または金属酸化物を含有することを特徴とする請
求項１または２に記載のベルト状導電性部材。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のベルト状導電性部材を備えることを特徴とする画
像形成装置。
【請求項５】
　前記ベルト状導電性部材の表面をクリーニングするクリーニングブレードをさらに備え
ることを特徴とする請求項４に記載の画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　前記粒子状導電剤の添加量は、所望のベルト抵抗値を得るために表面層１１０の体積抵
抗率を１０９Ωｃｍ以上とすることができる範囲とすることが好ましく、添加量は添加す
る導電性粒子によって異なるため規定できないが、前記の各種樹脂を用いる場合には、添
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加量は樹脂固形分１００質量部に対し１～１５０質量部の範囲とすることが好ましい。
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